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(57)【要約】
【課題】ＲＮＣ装置の配下の無線端末が位置登録要求を
発信した場合に、このＲＮＣ装置を管理するＳＧＳＮ装
置のＶＬＲの格納容量が許容範囲以上であったとしても
、このＲＮＣ装置を管理する他のＳＧＳＮ装置のＶＬＲ
にこの無線端末の位置情報等の加入者データを格納する
ことで位置登録を行う。
【解決手段】　ＲＮＣ装置から転送される位置登録情報
を受信し、受信した位置登録情報に含まれるＲＮＣ装置
がフェムト装置であることを識別するためのフェムト識
別子を判別し、受信した位置登録情報を格納する位置情
報格納部に格納されている容量を判断し、容量が所定値
に満たないと判断された場合は、受信した位置登録情報
に基づいて無線端末の位置情報を登録し、容量が所定値
以上であり、かつフェムト識別子に基づいて無線ネット
ワーク制御装置がフェムト装置と判断された場合は、Ｒ
ＮＣ装置に位置情報の格納が拒否されたことを示す位置
登録拒否情報を返送する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置を介して前記無線端末
と接続されるコアネットワーク装置であって、
　前記無線端末の位置情報を格納する位置情報格納部と、
　前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置から転送された位
置登録情報を前記位置情報格納部に格納する場合に、前記位置情報格納部に格納されてい
る容量が所定値以上、かつ前記位置登録情報に含まれ前記無線ネットワーク制御装置がフ
ェムト装置であることを識別するフェムト識別子に基づいて前記無線ネットワーク制御装
置がフェムト装置であるならば、位置情報の登録を行わず、位置登録が拒否されたことを
示す位置登録拒否情報を前記無線ネットワーク制御装置に返送する位置登録制御部を備え
ることを特徴とするコアネットワーク装置。
【請求項２】
　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置であって、
　前記無線端末と接続されるコアネットワーク装置が複数配置可能な共有エリアから前記
コアネットワーク装置を選択する転送先指定部と、
　前記無線端末が位置登録要求のために通知する第１の位置登録情報に、前記無線ネット
ワーク装置がフェムト装置であることを識別するためのフェムト識別子を含めた第２の位
置登録情報を、前記転送先指定部が指定する前記コアネットワーク装置へ転送するための
位置登録情報転送部を備え、前記位置登録情報転送部は第２の位置登録情報が転送された
前記コアネットワーク装置が返送した位置登録拒否情報を受信し、前記位置登録情報転送
部が前記位置登録拒否情報を受信した場合に、前記転送先指定部は先に選択した前記コア
ネットワーク装置と異なる前記共有エリア内の前記コアネットワーク装置を選択すること
を特徴とする無線ネットワーク制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線ネットワーク制御装置であって、
　前記無線ネットワーク制御装置は小規模な無線端末群との無線リンクの接続を行う無線
ネットワーク制御装置である。
【請求項４】
　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置を介して前記無線端末
と接続されるコアネットワーク装置の位置登録方法であって、
　前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置から転送される位
置登録情報を受信し、
　前記受信した位置登録情報に含まれる前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置で
あることを識別するためのフェムト識別子を判別し、
　前記受信した位置登録情報を格納する位置情報格納部に格納されている容量を判断し、
　　前記容量が所定値に満たないと判断された場合は、前記受信した位置登録情報に基づ
いて前記無線端末の位置情報を登録し、
　　前記容量が所定値以上であり、かつ前記フェムト識別子に基づいて前記無線ネットワ
ーク制御装置がフェムト装置と判断された場合は、前記無線ネットワーク制御装置に位置
情報の格納が拒否されたことを示す位置登録拒否情報を返送することを特徴とする位置登
録方法。
【請求項５】
　無線端末と、前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置と、
そして前記無線ネットワーク制御装置を介して前記無線端末と接続されるコアネットワー
ク装置を備える無線ネットワークシステムであって、
　前記無線端末が位置登録要求のために前記無線ネットワーク制御装置へ通知する第１の
位置登録情報に、前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であることを識別するた
めのフェムト識別子を含めた第２の位置登録情報を前記コアネットワーク装置へ通知する
無線ネットワーク制御装置と、
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　前記無線端末の位置情報を格納する位置情報格納手段を有し、前記無線ネットワーク制
御装置から転送された第２の位置登録情報を前記位置情報格納手段に格納する場合に、前
記位置情報格納手段に格納されている容量が所定値以上、かつ前記フェムト識別子に基づ
いて前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であるならば、位置情報の格納が拒否
されたことを示す位置登録拒否情報を前記無線ネットワーク制御装置に返送するコアネッ
トワーク装置を備え、
　前記返送された位置登録拒否情報を受信した前記無線ネットワーク制御装置は、先に第
２の位置登録情報を通知した第１のコアネットワーク装置と異なる第２のコアネットワー
ク装置へ第２の位置登録情報を通知することを特徴とする無線ネットワークシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコアネットワーク装置、無線ネットワーク制御装置、及びこれらの装置を備え
る無線ネットワークシステムに関する。また、位置登録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの仕様を検討している「第３世代移動通信システムの標準化プロジェ
クト（３ＧＰＰ：Third Generation Partnership Project）では、無線端末の位置登録制
御を規定している。
【０００３】
　無線端末はユーザから通信開始要求を受けると無線基地局（Ｎｏｄｅ－Ｂ）を介して無
線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：Radio Network Controller）と無線リンクの接続を行
う。そして、無線端末はＮｏｄｅ－Ｂ及びＲＮＣを介してコアネットワーク（ＣＮ：Core
 Network）装置と認証（Authentication）と暗号（Ciphering）処理を行い、無線アクセ
ス回線の接続を行う（例えば、非特許文献１、Figure 5 参照）。
【０００４】
　例えば、ＣＮ装置のサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ：Serving General 
packet radio service Support Node）装置は無線端末の位置管理、セキュリティ管理、
アクセス制御等を行い、在圏ロケーションレジスタ（ＶＬＲ：Visitor Location Registe
r）に無線端末の位置情報等の加入者データを格納することで位置登録を行っている。し
かし、ＶＬＲの格納容量が許容範囲を超えた場合は位置登録ができず、その無線端末は在
圏不可となり、圏外として処理される。
【０００５】
　また、無線端末の増加予測に容易に対応できるようにＮｏｄｅ－Ｂ装置とＲＮＣ装置の
機能を併せ持ち、無線端末との無線リンク接続の管理数が小規模なフェムト装置（以降、
フェムトＲＮＣ装置と記載する。）が導入されている。しかしながら、フェムトＲＮＣ装
置の配下の無線端末から位置登録要求があった場合に、このフェムトＲＮＣ装置を管理す
るＳＧＳＮ装置において、上記のＶＬＲの格納容量が許容範囲を超える状態が発生すると
、無線端末の増加予測に対応するためにフェムトＲＮＣ装置を設置したにもかかわらず圏
外処理される無線端末が発生してしまい、本来のフェムトＲＮＣ装置の目的が達成されな
い状態となる。
【非特許文献１】3GPP TS 23.251 V7.0.0 （3rd Generation Partnership Project; Tech
nical Specification Group Services and System Aspects; Network Sharing; Architec
ture and functional description (Release 7)）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、フェムトＲＮＣ装置の配下の無線端末から位置登録要求があった場合に
、このフェムトＲＮＣ装置を管理するＳＧＳＮ装置において、上記に示したようにＶＬＲ
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の格納容量が許容範囲を超える状態が発生すると、無線端末の増加予測に対応するために
フェムトＲＮＣ装置を設置したにもかかわらず圏外処理される無線端末が発生することが
ある。フェムトＲＮＣ装置の配下の無線端末の新たな位置登録要求は実行されず、その無
線端末は圏外処理がなされ非通話状態になってしまう。
【０００７】
　開示の技術は、フェムトＲＮＣ装置の配下の無線端末が位置登録要求を発信した場合に
、このフェムトＲＮＣ装置を管理するＳＧＳＮ装置のＶＬＲの格納容量が許容範囲以上で
あったならば、このフェムトＲＮＣ装置を管理する他のＳＧＳＮ装置のＶＬＲにこの無線
端末の位置情報を格納することで位置登録を行うコアネットワーク装置、無線ネットワー
ク制御装置、位置登録方法、及び無線ネットワークシステムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置を介して無線端末と接
続されるコアネットワーク装置は、無線端末の位置情報を格納する位置情報格納部と、無
線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置から転送された位置登録情
報を位置情報格納部に格納する場合に、位置情報格納部に格納されている容量が所定値以
上、かつ位置登録情報に含まれ無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であることを識
別するフェムト識別子に基づいて無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であるならば
、位置情報の登録を行わず、位置登録が拒否されたことを示す位置登録拒否情報を無線ネ
ットワーク制御装置に返送する位置登録制御部を備える。
【０００９】
　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置は、無線端末と接続さ
れるコアネットワーク装置が複数配置可能な共有エリアからコアネットワーク装置を選択
する転送先指定部と、無線端末が位置登録要求のために通知する第１の位置登録情報に、
無線ネットワーク装置がフェムト装置であることを識別するためのフェムト識別子を含め
た第２の位置登録情報を、転送先指定部が指定するコアネットワーク装置へ転送するため
の位置登録情報転送部を備え、この位置登録情報転送部は第２の位置登録情報が転送され
たコアネットワーク装置が返送した位置登録拒否情報を受信し、位置登録情報転送部が位
置登録拒否情報を受信した場合に、転送先指定部は先に選択したコアネットワーク装置と
異なる共有エリア内のコアネットワーク装置を選択する。
【００１０】
　上記のコアネットワーク装置（ＳＧＳＮ装置）と無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ装
置）によれば、ＲＮＣ装置の配下の無線端末が位置登録要求を発信した場合に、このＲＮ
Ｃ装置を管理するＳＧＳＮ装置の在圏ロケーションレジスタ（ＶＬＲ）の格納容量が許容
範囲以上であったとしても、このＲＮＣ装置を管理する他のＳＧＳＮ装置のＶＬＲにこの
無線端末の位置情報等の加入者データを格納することで位置登録を行うことが可能となる
。
【発明の効果】
【００１１】
　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ装置）は、接続されているＳＧＳＮ装置の在圏ロケ
ーションレジスタ（ＶＬＲ）の格納容量が許容範囲を超えた場合でも位置登録を実施する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以降、図面を併用して実施の形態を説明する。なお、図面において同一のものまたは類
似するものについては同一の符号を記載する。
【００１３】
　（実施例１）
　図１は従来の無線ネットワークシステムの構成を説明するための図である。１は無線端
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末（ＭＳ：Mobile Station）、11、12、13、14は無線基地局（Ｎｏｄｅ－Ｂ）(Ｎｏｄｅ
－Ｂを総称する場合、符号10を用いる。）、21、22は無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ
：Radio Network Controller）(ＲＮＣを総称する場合、符号20を用いる。）、23はＮｏ
ｄｅ－Ｂ10とＲＮＣ20の機能を併せ持つ小型無線ネットワーク制御装置（フェムトＲＮＣ
）である。このフェムトＲＮＣは、フェムト基地局と呼ばれる場合もある。ＲＡＮ１、Ｒ
ＡＮ２、ＲＡＮ３は無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ：Radio Access Network）、99は
ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク、101、102、103はサービングＧＰＲＳ(General
 Packet Radio Service)サポートノード（ＳＧＳＮ：Serving GPRS Support Node）装置(
ＳＧＳＮを総称する場合、符号100を用いる。）、201、202、203は在圏ロケーションレジ
スタ（ＶＬＲ：Visitor Location Register）(ＶＬＲを総称する場合、符号200を用いる
。）、301はホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：Home Location Register）である。
ＲＮＣ21の配下にＮｏｄｅ－Ｂ11、Ｎｏｄｅ－Ｂ12が配置されＲＡＮ１を形成し、ＲＮＣ
22の配下にＮｏｄｅ－Ｂ13、Ｎｏｄｅ－Ｂ14が配置されＲＡＮ２を形成している。そして
、フェムトＲＮＣ23の配下にはＲＡＮ３が形成されている。ＳＧＳＮ100、ＨＬＲ301によ
ってコアネットワーク（ＣＮ：Core Network）を形成しており、ＳＧＳＮ100をコアネッ
トワーク装置と称する場合がある。ＲＡＮ１－３とＣＮはＩＰネットワーク99を介して接
続されている。
【００１４】
　図１においては、ＳＧＳＮ101はＲＮＣ21を管理しＲＡＮ１に収容される無線端末の位
置管理、セキュリティ管理、アクセス制御等を行い、ＨＬＲ301が格納している無線端末
の位置情報等の加入者データをＶＬＲ201に格納することで無線端末の位置登録を行って
いる。同様にＳＧＳＮ102はＲＮＣ22を管理しＲＡ２に収容される無線端末の位置情報を
ＶＬＲ202に格納することで無線端末の位置登録を行っている。そして、ＳＧＳＮ103はフ
ェムトＲＮＣ23を管理しＲＡＮ３に収容される無線端末の位置管理、セキュリティ管理、
アクセス制御等を行い、ＨＬＲ301が格納している無線端末の位置情報等の加入者データ
をＶＬＲ203に格納することで無線端末の位置登録を行っている。
【００１５】
　例えば、ＭＳ１が移動し無線アクセスエリアがＲＡＮ２からＲＡＮ３に変更になった場
合、またはＲＡＮ３にてＭＳ１の電源をオンにした場合、位置登録のためにＭＳ１は位置
登録要求を発信する。位置登録要求のための位置登録情報はフェムトＲＮＣ23を介して、
ＲＡＮ３を管理するＳＧＳＮ103に転送され、処理される。つまり、ＳＧＳＮ103は転送さ
れたＭＳ１の位置登録情報に基づいて、ＨＬＲ301が格納しているＭＳ１の位置情報等の
加入者データをＶＬＲ203に格納することで位置登録を行う。
【００１６】
　そのため、ＶＬＲ203の格納容量が許容範囲を超えた場合には無線端末の位置登録がで
きず、その無線端末は圏外処理され非通話状態になる。
【００１７】
　図２は実施の形態の一例を説明するための無線ネットワークシステムの構成図である。
図１に比べてＳＧＳＮ104とＶＬＲ204が追加されている。そして、フェムトＲＮＣの符号
を24にしている。
【００１８】
　フェムトＲＮＣ24を管理するＳＧＳＮ100を共有するエリア（プールエリア）ＰＡ１が
設けられ、ＰＡ１にフェムトＲＮＣ24が選択可能なＳＧＳＮ100としてＳＧＳＮ103とＳＧ
ＳＮ104が配置されている。
【００１９】
　例えば、ＭＳ１が位置登録要求を発信する場合、位置登録要求のための位置登録情報は
フェムトＲＮＣ24を介して、ＲＡＮ３を管理するＳＧＳＮ103に転送される。ＳＧＳＮ103
は、位置登録情報に基づいて、ＨＬＲ301が格納しているＭＳ１の位置情報等の加入者デ
ータをＶＬＲ203に格納することで位置登録を行う。ここで、ＶＬＲ203の格納容量が許容
範囲を超えていたならば、フェムトＲＮＣ24は選択可能なＳＧＳＮ104に位置登録情報を
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転送する。ＳＧＳＮ104は転送された位置登録情報に基づいて、ＨＬＲ301が格納している
ＭＳ１の位置情報等の加入者データをＶＬＲ204に格納することで位置登録を行う。
【００２０】
　図３は位置登録情報転送処理に係わる構成を示す一例であり、無線端末が発信する位置
登録情報の転送処理を説明するための図である。20は無線ネットワーク制御装置であり、
図２のフェムトＲＮＣ24に相当する。2001は位置登録情報転送部、2002は転送先指定部で
ある。100はコアネットワーク装置であり、図２のＳＧＳＮ103に相当する。1001は位置登
録制御部、1002は位置情報格納部である。なお、位置情報格納部1002は図２のＶＬＲ203
に相当する。301はホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）である。
【００２１】
　無線端末１は位置登録情報を発信する。発信された位置登録情報は無線端末１が存する
無線アクセスエリアに配置された無線ネットワーク制御装置20の位置登録情報転送部2001
で受信される。
【００２２】
　転送先指定部2002には無線ネットワーク制御装置20が選択可能なコアネットワーク装置
100が格納されており、選択優先順位がそれぞれのコアネットワーク装置対応に格納され
ている。
【００２３】
　位置登録情報転送部2001は、転送先指定部2002からの選択優先順位に基づいて位置登録
情報の転送先となるコアネットワーク装置100を選択し、選択されたコアネットワーク装
置100に位置登録情報を転送する。
【００２４】
　位置登録情報を受信したコアネットワーク装置100の位置登録制御部1001は、位置情報
格納部1002の格納容量が許容範囲内であるかを判定する。判定の結果、許容範囲内である
ならば、位置登録制御部1001は位置登録情報に基づいて、ＨＬＲ301が格納している無線
端末１の位置情報等の加入者データを位置情報格納部1002に格納するように制御する。判
定の結果、許容範囲を超えていたならば、位置登録制御部1001は、位置登録情報を転送し
た無線ネットワーク制御装置20に位置登録が拒否されたことを通知する位置登録拒否情報
を返送する。
【００２５】
　位置登録拒否情報の返送を受けた無線ネットワーク制御装置20は、転送先指定部2002か
らの選択優先順位に基づいて、つまり次の優先順位のコアネットワーク装置100を選択し
位置登録情報を転送する。
【００２６】
　図４は位置登録情報転送処理に係わる構成を示す他の一例であり、無線ネットワーク制
御装置20がフェムトＲＮＣ装置であることをコアネットワーク装置100に通知するための
フェムト識別設定部2003を有している。
【００２７】
　無線端末１は位置登録情報を発信する。発信された位置登録情報は無線端末１が存する
無線アクセスエリアに配置される無線ネットワーク制御装置20の位置登録情報転送部2001
で受信される。
【００２８】
　転送先指定部2002には無線ネットワーク制御装置20が選択可能なコアネットワーク装置
100が格納されており、選択優先順位がそれぞれのコアネットワーク装置対応に格納され
ている。
【００２９】
　位置登録情報転送部2001は、転送先指定部2002からの選択優先順位に基づいて位置登録
情報の転送先となるコアネットワーク装置100を選択し、選択されたコアネットワーク装
置100に位置登録情報を転送する。その際、転送する位置登録情報の信号に、フェムト識
別設定部2003の情報に基づいて、その信号を送信する無線ネットワーク制御装置20がフェ
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ムトＲＮＣ装置であるか否かを示すフェムト識別フラグを付加して転送する。
【００３０】
　位置登録情報の信号を受信したコアネットワーク装置100の位置登録制御部1001は、位
置情報格納部1002の格納容量が許容範囲内であるかを判定する。判定の結果、許容範囲内
であるならば、位置登録制御部1001は位置登録情報に基づいて、ＨＬＲ301が格納してい
る無線端末１の位置情報等の加入者データを位置情報格納部1002に格納するように制御す
る。判定の結果、許容範囲を超えており、かつ、転送された信号のフェムト識別フラグを
参照して転送元の無線ネットワーク制御装置20がフェムトＲＮＣ装置であるならば、位置
登録制御部1001は、この位置登録情報を転送した無線ネットワーク制御装置20に位置登録
が拒否されたことを通知する位置登録拒否情報を返送する。
【００３１】
　位置登録拒否情報の返送を受けた無線ネットワーク制御装置20は、転送先指定部2002か
らの選択優先順位に基づいて、つまり次の優先順位のコアネットワーク装置100を選択し
位置登録情報とフェムト識別フラグを含んだ信号を転送する。
【００３２】
　図５は位置登録の方法を示すシーケンスであり、無線端末（ＭＳ１）が発信する位置登
録情報によってＳＧＳＮ100にてＭＳ１の位置登録が実施されるシーケンスを説明するた
めの図である。なお、本シーケンスが実行される無線ネットワークシステムとしては図２
を、本シーケンスの実行に関係する機能としては図４を参照して説明する。図５のシーケ
ンスは図２で説明した無線ネットワークシステムにおいて、ＳＧＳＮ103のＶＬＲ203の格
納容量が許容範囲を超えており、ＳＧＳＮ104のＶＬＲ204の格納容量が許容範囲内である
状態を想定している。また、本シーケンスにフェムトＲＮＣ24、ＳＧＳＮ103、104の処理
内容を説明するためにＯＰ１１、ＯＰ２１－２３、ＯＰ３１を設けている。
【００３３】
　ＳＱ１：ＭＳ１は、ＭＳ1が存する無線アクセスエリアのＲＮＣ、ここではフェムトＲ
ＮＣ24と無線リンクの接続（Radio Resource Control Connection）を確立する。
【００３４】
　ＳＱ２：ＭＳ１はフェムトＲＮＣ24へ位置登録要求（Initial Direct Transfer）を発
信する。
【００３５】
　ＯＰ１１：ＭＳ１から位置登録情報を受信したフェムトＲＮＣ24は、ＲＮＣ装置20がＳ
ＧＳＮ装置100に通知するためのメッセージ（Initial UE message）を作成する。このメ
ッセージは、位置登録要求（attach request）と、ＲＮＣ24がフェムト装置であることを
識別させるためのフェムト識別フラグ（例えば、フェムト識別フラグ“１”の場合はフェ
ムト装置であることを示す。）を含んでいる。
【００３６】
　ＳＱ２１：フェムトＲＮＣ24はＯＰ１１で作成されたメッセージ（Initial UE message
）を転送先指定部2002が指定するＳＧＳＮここではＳＧＳＮ103へ転送する。
【００３７】
　ＯＰ２１：メッセージ（Initial UE message）を受信したＳＧＳＮ103は、ＶＬＲ203の
格納容量が許容範囲を超えているか否かを判定する。（ここでは許容範囲を超えているこ
とを想定する。）
　ＯＰ２２：ＳＧＳＮ103は、受信したメッセージ（Initial UE message）内のフェムト
識別フラグを判定する。（ここではフラグがフェムト装置であることを示す“１”である
ことを想定する。）
　ＯＰ２３：ＳＧＳＮ103は、ＯＰ２１でＶＬＲ203の格納容量が許容範囲を超えており、
ＯＰ２２でフェムト識別フラグが“１”であった場合にメッセージ（Direct Transfer）
を作成する。このメッセージは、ＲＮＣ20へＳＧＳＮ100の収容加入者が許容範囲を超え
ているため位置登録が拒絶されてことを通知するためのメッセージ（Direct Transfer）
であり、ここでは拒絶原因（rejection cause）として「収容加入者許容範囲超過」を示
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したメッセージを含む。
【００３８】
　ＳＱ２２：ＳＧＳＮ103はＯＰ２３で作成されたメッセージ（Direct Transfer）を、メ
ッセージ（Initial UE message）の送信元であるフェムトＲＮＣ24へ転送する。
【００３９】
　ＳＧ２３：拒絶原因（rejection cause）が記載されたメッセージ（Direct Transfer）
を受信したフェムトＲＮＣ24は、ＯＰ１１で作成されたメッセージ（Initial UE message
）を転送先指定部2002が次に指定するＳＧＳＮここではＳＧＳＮ104へ転送する。
【００４０】
　ＯＰ３１：メッセージ（Initial UE message）を受信したＳＧＳＮ104は、ＶＬＲ204の
格納容量が許容範囲を超えているか否かを判定する。（ここでは許容範囲を超えていない
ことを想定する。）
　ＳＱ３１：ＳＧＳＮ104は、ＭＳ1、ＨＬＲ301と位置登録される無線端末のチェック、
データ改ざん及び盗聴防止のための手順の設定等のセキュリティに関する設定を行う。
【００４１】
　ＳＱ３２：ＳＧＳＮ104は、ＨＬＲ301に無線端末（ＭＳ１）の位置登録を実行すること
を通知する。
【００４２】
　ＳＱ３３：ＨＬＲ301は、無線端末（ＭＳ１）の加入者データをＳＧＳＮ104へ転送する
。ＳＧＳＮ104は、無線端末ＭＳ1の加入者データをＶＬＲ204に格納する。
【００４３】
　ＳＱ３４：ＳＧＳＮ104は、ＨＬＲ301に無線端末（ＭＳ１）の加入者データの処理が正
常に完了したことを通知する。
【００４４】
　ＳＱ３５：ＨＬＲ301は、無線端末（ＭＳ１）の位置登録の更新作業が終了したことを
ＳＧＳＮ104へ通知する。
【００４５】
　ＳＱ３６：ＳＧＳＮ104は、位置登録要求（attach request）が受け入れられたこと（A
ttach accept）を示すメッセージ（Direct Transfer）を無線端末ＭＳ1へ通知する。
【００４６】
　なお、図５の説明において、無線端末（ＭＳ１）が存在する無線アクセスエリアはフェ
ムトＲＮＣ24のエリアの場合だけを想定しているが、フェムト装置でないＲＮＣ装置にお
いてもＯＰ２１での格納容量が許容範囲を超えている場合に異なるＳＧＳＮ100を選択す
るように処理することも可能である。つまり、ＯＰ２３にてフェムト識別フラグの判定結
果を組み入れないように処理すればよい。
【００４７】
　図６は無線ネットワーク制御装置の処理フローである。
【００４８】
　Ｓ１１：無線ネットワーク制御装置20（例えばフェムトＲＮＣ24）は、無線端末（ＭＳ
１）が発信する位置登録情報（Initial Direct Transfer）を受信する。
【００４９】
　Ｓ１２：ＲＮＣ20がＳＧＳＮ100に通知するためのメッセージ（Initial UE message）
を作成する。このメッセージは、受信した位置登録情報（Initial Direct Transfer）に
基づいた位置登録要求（attach request）と、この無線ネットワーク装置がフェムトＲＮ
Ｃ装置であることを通知するためのフェムト識別フラグを設定したメッセージ（Initial 
UE message）を含む。
【００５０】
　Ｓ１３：ステップＳ１２で作成されたメッセージ（Initial UE message）を、転送先指
定部2001が指定したコアネットワーク装置100（例えばＳＧＳＮ103, 104）へ転送する。
【００５１】
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　図７はコアネットワーク装置の処理フローである。
【００５２】
　Ｓ２１：コアネットワーク装置100（例えばＳＧＳＮ103, 104）は、無線ネットワーク
制御装置20（例えばフェムトＲＮＣ24）が転送したメッセージ（Initial UE message）を
受信する。
【００５３】
　Ｓ２２：コアネットワーク装置100は位置情報格納部1002（例えばＶＬＲ203, 204）の
格納容量が許容範囲を超えているか否かを判定する。許容範囲を超えている場合はステッ
プＳ２３を、超えていない場合はステップＳ２６を実行する。
【００５４】
　Ｓ２３：コアネットワーク装置100は受信したメッセージ（Initial UE message）に含
まれるフェムト識別フラグを判定する。フラグが“１”（メッセージの送信元装置がフェ
ムトＲＮＣ装置である場合）ならばステップＳ２４を、フラグが“０”ならばステップＳ
２５を実行する。
【００５５】
　Ｓ２４：位置情報格納部1002の格納容量が許容範囲を超え、フェムト装置配下の無線端
末（ＭＳ１）から位置登録要求が成されている場合である。コアネットワーク装置100は
、メッセージ（Initial UE message）の送信元の無線ネットワーク制御装置20（例えばフ
ェムトＲＮＣ24）に、拒絶原因（rejection cause）として「収容加入者許容範囲超過」
を示す情報を含んだメッセージ（Direct Transfer）を返送する。
【００５６】
　Ｓ２５：位置情報格納部1002の格納容量が許容範囲を超え、位置登録要求を発信した無
線端末（ＭＳ１）はフェムト装置の配下でない場合である。コアネットワーク装置100は
、メッセージ（Initial UE message）の送信元の無線ネットワーク制御装置20に、拒絶原
因（rejection cause）として「位置登録要求拒否（Attach reject）」を示す情報を含ん
だメッセージ（Direct Transfer）を返送する。
【００５７】
　Ｓ２６：位置情報格納部1002の格納容量が許容範囲を超えていない場合である。コアネ
ットワーク装置100は、ＨＬＲ301、無線端末ＭＳ1に対して位置登録の処理を実行する。
【００５８】
　なお、図７の説明において、無線端末（ＭＳ１）が存する無線アクセスエリアはフェム
トＲＮＣ24のエリアの場合だけを想定している。しかしながら、フェムト装置でないＲＮ
Ｃ装置からの位置登録要求に対してＶＬＲ容量超過の場合に、拒絶原因（rejection caus
e）として「収容加入者許容範囲超過」を記載したメッセージ（Direct Transfer）を返送
することも可能である。つまり、ステップＳ２３を組み入れないように処理すればよい。
【００５９】
　図８はイニシャルＵＥメッセージ（Initial UE Message）の一例であり、無線ネットワ
ーク制御装置（ＲＮＣ20）からコアネットワーク装置（ＳＧＳＮ100）へ通知する無線イ
ンタフェースイニシャル層メッセージを説明するための図である。
【００６０】
　図８のSI11-SI21の各エレメントは、例えば、3GPP TS 25.413（3rd Generation Partne
rship Project; Technical Specification Group Radio Access Network; UTRAN Iu inte
rface RANAP signalling）の9.1.33章に規定されているエレメントである。
【００６１】
　SI22のフェムト識別フラグ（Femto Flag）は、本イニシャルＵＥメッセージを送信する
無線ネットワーク制御装置20がフェムト装置、つまり小型ＲＮＣ装置（フェムトＲＮＣ）
である場合に“１”となる。そして、本メッセージを送信する無線ネットワーク制御装置
（ＲＮＣ20）がフェムト装置であることをコアネットワーク装置（ＳＧＳＮ100）に通知
するためのエレメントである。
【００６２】
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　図９はダイレクトトランスファー（Direct Transfer）メッセージの一例であり、無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ20）－コアネットワーク装置（ＳＧＳＮ100）間のＩｕイ
ンタフェースを介してＮＡＳ情報（Non Access Stratum information）を通知するための
メッセージである。特にＳＧＳＮ100からＲＮＣ20へ通知するメッセージについて説明す
るための図である。
【００６３】
　図９のSI31-SI36の各エレメントは、例えば、3GPP TS 25.413の9.1.34に規定されてい
るエレメントである。SI37の“Redirection Indication”は、例えば、3GPP TS 25.413の
9.2.3.36に規定されているエレメントであり、ここに規定されている“Reject Cause Val
ue”に「収容加入者許容範囲超過」の新しい設定を追加する。
【００６４】
　この追加された「収容加入者許容範囲超過」の設定は、コアネットワーク装置（ＳＧＳ
Ｎ100）の位置情報格納部1002（在圏ロケーションレジスタＶＬＲ200相当する。）の格納
容量が許容範囲を超えている場合にＳＧＳＮ100からＲＮＣ20へ通知される“Rejection C
ause Value”の一つである。
【００６５】
　本実施例によれば、フェムト無線ネットワーク制御装置（フェムトＲＮＣ24）の無線ア
クセスエリアにおいて、無線端末（ＭＳ1）が位置登録要求を発信した場合に、フェムト
ＲＮＣ24は、有効にされたフェムト識別フラグを含む位置登録要求のイニシャルＵＥメッ
セージを、フェムトＲＮＣ24を管理する複数のコアネットワーク装置（ＳＧＳＮ100）の
中から指定されたＳＧＳＮ100に転送する。
【００６６】
　このイニシャルＵＥメッセージを受信したＳＧＳＮ100の在圏ロケーションレジスタ（
ＶＬＲ200）において、加入者データの格納容量が許容範囲を超えていて、フェムト識別
フラグが有効であった場合に、ＳＧＳＮ100からフェムトＲＮＣ24に「収容加入者許容範
囲超過」の設定がなされたダイレクトトランスファーメッセージが通知される。
【００６７】
　このダイレクトトランスファーメッセージを受信したフェムトＲＮＣ24は、フェムトＲ
ＮＣ24を管理する複数のコアネットワーク装置（ＳＧＳＮ100）から指定された他のＳＧ
ＳＮ100に先に転送した位置登録要求のイニシャルＵＥメッセージを転送する。
【００６８】
　よって、フェムトＲＮＣ24は、このフェムトＲＮＣ24を管理するＳＧＳＮ100のいずれ
かに接続することが可能になる。フェムトＲＮＣ24は、接続されているＳＧＳＮ100の在
圏ロケーションレジスタ（ＶＬＲ）の格納容量が許容範囲を超えた場合には、異なるＳＧ
ＳＮ100に接続しこのＳＧＳＮ100のＶＬＲに無線端末（ＭＳ１）の加入者データを格納す
ることで位置登録を実施することが可能となる。
【００６９】
　また、ＳＧＳＮ100を共有するプールエリアが設けられ、このプールエリアのＳＧＳＮ1
00が管理するＲＮＣ装置にフェムトＲＮＣ装置とした実施例を上記で説明したが、フェム
トＲＮＣ装置（小型ＲＮＣ装置）でなく、ＲＮＣ装置であっても本実施例を適用すること
は可能であり、同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置を介して前
記無線端末と接続されるコアネットワーク装置であって、
　前記無線端末の位置情報を格納する位置情報格納部と、
　前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置から転送された位
置登録情報を前記位置情報格納部に格納する場合に、前記位置情報格納部に格納されてい
る容量が所定値以上、かつ前記位置登録情報に含まれ前記無線ネットワーク制御装置がフ
ェムト装置であることを識別するフェムト識別子に基づいて前記無線ネットワーク制御装
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置がフェムト装置であるならば、位置情報の登録を行わず、位置登録が拒否されたことを
示す位置登録拒否情報を前記無線ネットワーク制御装置に返送する位置登録制御部を備え
ることを特徴とするコアネットワーク装置。
（付記２）　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置であって、
　前記無線端末と接続されるコアネットワーク装置が複数配置可能な共有エリアから前記
コアネットワーク装置を選択する転送先指定部と、
　前記無線端末が位置登録要求のために通知する第１の位置登録情報に、前記無線ネット
ワーク装置がフェムト装置であることを識別するためのフェムト識別子を含めた第２の位
置登録情報を、前記転送先指定部が指定する前記コアネットワーク装置へ転送するための
位置登録情報転送部を備え、前記位置登録情報転送部は第２の位置登録情報が転送された
前記コアネットワーク装置が返送した位置登録拒否情報を受信し、前記位置登録情報転送
部が前記位置登録拒否情報を受信した場合に、前記転送先指定部は先に選択した前記コア
ネットワーク装置と異なる前記共有エリア内の前記コアネットワーク装置を選択すること
を特徴とする無線ネットワーク制御装置。
（付記３）　付記２に記載の無線ネットワーク制御装置であって、
　前記無線ネットワーク制御装置は小規模な無線端末群との無線リンクの接続を行う無線
ネットワーク制御装置である。
（付記４）　無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置を介して前
記無線端末と接続されるコアネットワーク装置の位置登録方法であって、
　前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制御装置から転送される位
置登録情報を受信し、
　前記受信した位置登録情報に含まれる前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置で
あることを識別するためのフェムト識別子を判別し、
　前記受信した位置登録情報を格納する位置情報格納部に格納されている容量を判断し、
　　前記容量が所定値に満たないと判断された場合は、前記受信した位置登録情報に基づ
いて前記無線端末の位置情報を登録し、
　　前記容量が所定値以上であり、かつ前記フェムト識別子に基づいて前記無線ネットワ
ーク制御装置がフェムト装置と判断された場合は、前記無線ネットワーク制御装置に位置
情報の格納が拒否されたことを示す位置登録拒否情報を返送することを特徴とする位置登
録方法。
（付記５）　無線端末と、前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制
御装置と、そして前記無線ネットワーク制御装置を介して前記無線端末と接続されるコア
ネットワーク装置を備える無線ネットワークシステムの位置登録方法であって、
　前記無線端末は位置登録の要求のために前記無線ネットワーク制御装置へ第１の位置登
録情報を通知し、
　前記無線ネットワーク制御装置は、第１の位置登録情報に前記無線ネットワーク制御装
置がフェムト装置であることを識別するためのフェムト識別子を含めた第２の位置登録情
報を前記コアネットワーク装置へ通知し、
　前記無線端末の位置情報を格納する位置情報格納手段を有する前記コアネットワーク装
置は、第２の位置登録情報を前記位置情報格納手段に格納する場合に、前記位置情報格納
手段に格納されている容量が所定値以上、かつ前記フェムト識別子が有効ならば位置情報
の格納が拒否されたことを示す位置登録拒否情報を前記無線ネットワーク制御装置に返送
し、
　前記返送された位置登録拒否情報を受信した前記無線ネットワーク制御装置は、先に第
２の位置登録情報を通知した第１のコアネットワーク装置と異なる第２のコアネットワー
ク装置へ第２の位置登録情報を通知することを特徴とする無線ネットワークシステムの位
置登録方法。
（付記６）　付記５に記載の無線ネットワークシステムの位置登録方法であって、
　前記無線ネットワークシステムは、無線アクセス回線を形成する前記無線ネットワーク
制御装置が選択可能な複数のコアネットワーク装置を有し、前記無線ネットワーク制御装
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置は第１の位置登録情報に前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であることを識
別するためのフェムト識別子を含めた第２の位置登録情報を前記コアネットワーク装置へ
通知する場合に、前記の複数のコアネットワーク装置から選択し通知することを特徴とす
る無線ネットワークシステムの位置登録方法。
（付記７）　無線端末と、前記無線端末との無線リンクの接続を行う無線ネットワーク制
御装置と、そして前記無線ネットワーク制御装置を介して前記無線端末と接続されるコア
ネットワーク装置を備える無線ネットワークシステムであって、
　前記無線端末が位置登録要求のために前記無線ネットワーク制御装置へ通知する第１の
位置登録情報に、前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であることを識別するた
めのフェムト識別子を含めた第２の位置登録情報を前記コアネットワーク装置へ通知する
無線ネットワーク制御装置と、
　前記無線端末の位置情報を格納する位置情報格納手段を有し、前記無線ネットワーク制
御装置から転送された第２の位置登録情報を前記位置情報格納手段に格納する場合に、前
記位置情報格納手段に格納されている容量が所定値以上、かつ前記フェムト識別子に基づ
いて前記無線ネットワーク制御装置がフェムト装置であるならば、位置情報の格納が拒否
されたことを示す位置登録拒否情報を前記無線ネットワーク制御装置に返送するコアネッ
トワーク装置を備え、
　前記返送された位置登録拒否情報を受信した前記無線ネットワーク制御装置は、先に第
２の位置登録情報を通知した第１のコアネットワーク装置と異なる第２のコアネットワー
ク装置へ第２の位置登録情報を通知することを特徴とする無線ネットワークシステム。
（付記８）　付記７に記載の無線ネットワークシステムであって、
　前記無線ネットワークシステムは、前記無線端末との無線アクセス回線を形成する前記
無線ネットワーク制御装置が選択可能な複数のコアネットワーク装置を有し、前記無線ネ
ットワーク制御装置は第２の位置登録情報を通知する場合に前記複数のコアネットワーク
装置から選択するコアネットワーク装置選択手段を備えることを特徴とする無線ネットワ
ークシステム。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】従来の無線ネットワークシステムの構成を説明するための図。
【図２】実施の形態の一例を説明するための無線ネットワークシステムの構成図。
【図３】無線端末が発信する位置登録情報の転送処理を説明するための図。
【図４】位置登録情報の転送処理に係わる構成を示す他の一例。
【図５】無線端末が発信する位置登録情報によってＳＧＳＮ装置にて無線端末の位置登録
が実施されるシーケンスを説明するための図。
【図６】無線ネットワーク制御装置の処理フロー。
【図７】コアネットワーク装置の処理フロー。
【図８】無線ネットワーク制御装置からコアネットワーク装置へ通知する無線インタフェ
ースイニシャル層メッセージを説明するための図。
【図９】無線ネットワーク制御装置―コアネットワーク装置間のＩｕインタフェースを介
してＮＡＳ情報を通知するためのメッセージを説明するための図。
【符号の説明】
【００７２】
　１　　無線端末
　１０、１１、１２、１３、１４　　無線基地局（Ｎｏｄｅ－Ｂ）
　２０、２１、２２　　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
　２３、２４　　フェムト無線ネットワーク装置（フェムトＲＮＣ）
　９９　　ＩＰネットワーク
　１００、１０１、１０２、１０３　　コアネットワーク装置（ＳＧＳＮ）
　２００、２０１、２０２、２０３　　在圏ロケーションレジスタ（ＶＬＲ）
　３０１　　ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）
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　１００１　　位置登録制御部
　１００２　位置情報格納部
　２００１　　位置登録情報転送部
　２００２　　転送先指定部
　２００３　　フェムト識別設定部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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